
２０１７年３月１日

国土交通省 住宅局 住宅生産課
建築環境企画室長

山下 英和

住宅・建築物の
省エネルギー施策の動向について
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住宅・建築物の省エネ性能向上の必要性（部門別のエネルギー消費の推移）

●他部門（産業・運輸）が減少する中、民生部門（業務・家庭）のエネルギー消費量は著しく増加し（90年比で約３４％増、73年比で約
2.4倍）、現在では全エネルギー消費量の１／３を占めている。

⇒建築物における省エネルギー対策の抜本的強化が必要不可欠。

【最終エネルギー消費の推移】

（年度）

（ペタジュール）

65.5％

18.1％
業務 9.2％
家庭 8.9％

16.4％

43.0％

34.5％
業務 20.6％
家庭 14.0％

22.5％

出典:平成25年度エネルギー需給実績（速報）（資源エネルギー庁）出典:平成25年度エネルギー需給実績（速報）（資源エネルギー庁）

産業部門

▲12.5％

運輸部門

▲0.7％

業務 +44.6％
(73年比+186.0%)

家庭 +20.0％
(73年比+101.1%)

（年度）

（ペタジュール）

民生部門

+33.5％

50.3％

26.5％
業務 14.6％
家庭 11.9％

23.2％

産業部門

民生部門

運輸部門

19
90

【シェアの推移】

19
90

(73年比▲15.9%)

(73年比+144.3%)

(73年比+75.7%)

1990年比
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○ 2015年７⽉、「⽇本の約束草案」を地球温暖化対策推進
本部において決定、国連気候変動枠組条約事務局に提出。

○ 「⽇本の約束草案」では、2030年度に2013年度⽐26.0％
減（2005年度⽐25.4％減）の水準とする。

○ 2015年12⽉、COP21（気候変動枠組条約 第21回締約国
会議）において、全ての国が参加する2020年以降の温室
効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして、
パリ協定を採択。

○ パリ協定を踏まえ、「⽇本の約束草案」で示した中期目標
（2030年度削減目標）の達成に向けて、地球温暖化対策
計画を策定（2016年5⽉13⽇閣議決定）。

パリ協定を踏まえた地球温暖化対策

エネルギー起源CO2の各部門の排出量の目安

パリ協定採択までの経緯と今後のスケジュール

C
O
P
17

C
O
P
21

2020年2015年

2020年以降の
新たな枠組みの議論
（特別作業部会）

2020年以降の
新たな枠組みの議論
（特別作業部会）

7月
約束草案の提出

パ
リ
協
定
の
発
効

2016年

11月
適応計画の提出

世界総排出量の55%以上の排出量を
占める55カ国以上の締約国が協定を
締結した日の後30日目に効力を生じる
2016年11月4日発効

4月
署名式典にて署名

パリ協定発効に向けた準備
（特別作業部会）

パリ協定発効に向けた準備
（特別作業部会）

パリ協定の実施に向けて
詳細なルールを議論

2011年

2013年度
実績

2030年度
の排出量
の目安

（参考）
削減率

エネルギー起源CO2 1,235 927 ▲25％

産業部門 429 401 ▲7％

業務その他部門 279 168 ▲40％

家庭部門 201 122 ▲39％

運輸部門 225 163 ▲28％

ｴﾈﾙｷﾞｰ転換部門 101 73 ▲28％

※ 温室効果ガスには、上記エネルギー起源CO2のほかに、
非エネルギー起源CO2、一酸化二窒素、メタン等があり、
これらを含めた温室効果ガス全体の削減目標が▲26.0％
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地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定） ＜住宅・建築物関連抜粋＞

【第２節 地球温暖化対策・施策

１．温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策】

Ｂ．業務その他部門の取組

（b）建築物の省エネ化

○新築建築物における省エネルギー基準適合義務化の推進
○既存建築物の省エネルギー化（改修）
○ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）の推進
○低炭素認定建築物等の普及促進
○省エネルギー・環境性能の評価・表示制度の充実・普及促進

Ｃ．家庭部門の取組

（b）住宅の省エネ化

○新築住宅における省エネ基準適合の推進
○既存住宅の断熱改修の推進
○省エネ・省ＣＯ２のモデル的な住宅への支援
○低炭素認定住宅等の普及促進
○省エネ・環境性能の評価・表示制度の充実・普及促進

第３章 目標達成のための対策・施策 （本文抜粋）
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その他の建築物特定建築物

一定規模以上の新築、増改築に係る計画の所管行政庁への届出義務

新築又は改修等の計画が、誘導基準に適合するこ
と等について所管行政庁の認定を受けると、容積
率の特例＊を受けることができる。

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合
することについて所管行政庁の認定を受けると、
その旨の表示をすることができる。

住宅事業建築主＊が新築する一戸建て住宅

住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建住宅に関する省エネ
性能の基準（住宅トップランナー基準）を定め、省エネ性能の向上を誘導

届出

新築時等に、建築物のエネルギー消費性能基準（省エネ基準）への適合義務

● 基本方針の策定 （国土交通大臣）、建築主等の努力義務、建築主等に対する指導助言

省エネ基準適合義務・省エネ適合性判定

住宅トップランナー制度

エネルギー消費性能の表示 省エネ性能向上計画の認定、容積率特例

規

制

措

置

■社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、
住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずる。

法律の概要

誘

導

措

置

必要に応じて所管行政庁が指示・命令

● その他所要の措置（新技術の評価のための大臣認定制度の創設 等）

＊省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の
床面積を超える部分を不算入（１０％を上限）

＜住宅トップランナー基準に適合しない場合＞

＜省エネ基準に適合しない場合＞

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

一定数（政令：年間150戸）以上新築する事業者に対しては、必要に応じて
大臣が勧告・公表・命令

建築主事又は指定確認検査機関 所管行政庁又は登録省エネ判定機関

適合判定通知書
着工

建築物使用開始

建築確認

検査

省エネ適合性判定

＊住宅の建築を業として行う建築主

一定規模以上の建築物（政令：300㎡）一定規模以上の非住宅建築物（政令：2,000㎡ ）
※基準適合義務対象を除く

○我が国のエネルギー需給は、特に東日本大震災以降一層逼迫しており、国民生活や経済活動への支障が懸念
○されている。

○他部門（産業・運輸）が減少する中、建築物部門のエネルギー消費量は著しく増加し、現在では全体の１／３を
○占めている。

⇒建築物部門における省エネルギー対策の抜本的強化が必要不可欠。

背景・必要性

基準適合について所管行政庁又は登録省エネ判定機関（創設）の判定を受ける義務

建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させることにより、実効性を確保。

①

②

③

＜施行日：規制措置は平成29年4月1日、 誘導措置は平成28年4月1日＞

（平成27年法律第53号、7月8日公布）
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建築物エネルギー消費性能基準
適合認定建築物

この建築物は、建築物のエネルギー消費性能の
向上に関する法律第36条第２項の規定に基づき、
建築物エネルギー消費性能基準に適合していると
認められます。

建築物の名称 Aビル
建築物の位置 ○県○市○○3-5
認定番号 23
認定年月日 2017年5月7日
認定行政庁 ○市
適用基準 一次エネルギー消費量基準（新築建築物）適合

BELS（ガイドラインに基づく第三者認証）と基準適合認定マークの活用イメージ

＜既存建築物が基準適合していることをアピール＞

■ 既存建築物の省エネ改修をして、基準適合とした

場合のアピール

⇒行政庁による認定を受け、

基準適合認定マーク（eマーク）を表示

＜基準レベル以上の省エネ性能をアピール＞

■ 新築時等に、特に優れた省エネ性能をアピール

⇒第三者機関による評価を受け、

省エネ性能に応じて５段階で★表示

第７条ガイドライン
を踏まえたデザイン

※既存建築物でも
活用可能

※適合性判定（非住宅2000m2以上）、届出（300m2以上2000m2未満）、又は誘導基準認定（容積率特例）等の

申請書類（一次エネルギー消費量算定結果）を活用可能 5



ＢＥＬＳの概要

制度
運営
主体

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
東京都新宿区神楽坂1-15 神楽坂1丁目ビル6F

TEL：03-5229-7440
FAX：03-5229-7443
Mail：shouene-hojo@hyoukakyoukai.or.jp

対象
建物

新築及び既存の建築物（H28.4～住宅も対象）

評価
対象

建築物全体の設計時の省エネルギー性能

※評価手法によっては、フロア単位等の

部分評価も可能

申請（ WEBプログラム等を
用いて省エネ性能を計算）

評価の実施
（評価書交付、表示プレート等発行）

【支援スキーム】

（ＢＥＬＳ：Building-Housing Energy-efficiency Labeling System）

70機関
（平成29年1月末時点）

ベ ル ス

⼿数料減免の実施

通常の
⼿数料

減免後の⼿数料

⼿数料
減免額

建築物の省エネ
性能を星の数で

表示
省エネ基準か
らの削減率を
グラフで表示

申
請
者

評
価
機
関

【表示イメージ】

【実績（平成29年1月末時点）】

建物種別 件数

非住宅建築物 344 

戸建住宅 8,292

共同住宅 4,337

計 12,973
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（一社）住宅性能評価・表示協会のＨＰにおける事例掲載
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住 宅 非 住 宅 建 築 物

表示に
対する
補助制

度

【既存建築物省エネ化推進事業】
○３００㎡以上の既存住宅における省エネ性能の診断・表示等に
かかる費用の一部 等
【補助率】１／３ （特に波及効果の高いものについては定額）

【省エネ住宅・建築物の整備に向けた体制整備】
○BELS申請手数料を減免するBELS評価機関に対する評価支援

事業補助 等

【既存建築物省エネ化推進事業】
○３００㎡以上の既存建築物における省エネ性能の診断・表示等にかかる費用
の一部 等
【補助率】１／３ （特に波及効果の高いものについては定額）

※改修（省エネ効果15％以上）を行う場合は、３００㎡未満も表示補助対象（補助率１／３）

【省エネ住宅・建築物の整備に向けた体制整備】
○BELS申請手数料を減免するBELS評価機関に対する評価支援事業補助 等

表示が

補助要
件等と
なる事

業

【サステナブル建築物等先導事業】（国交省）
○先導的な技術に係る建築構造等の整備費、効果の検証等に要
する費用等 【補助率】１／２（補助限度額は条件による）

→CASBEE、BELS等による表示を要件とする。

【地域型住宅グリーン化事業（ゼロエネ）】（国交省）
○中小工務店においてゼロ・エネルギー住宅等とすることによる掛
かり増し費用相当額等【補助率】１／２（補助限度額は条件による）

→BELS等による認定を取得し表示することを要件とする。

【賃貸住宅における省CO2促進モデル事業】（環境省、国
交省）

○低炭素素型賃貸住宅を新築又は改修し、広く一般に環境性能を
表示し周知を図る事業に対し、低炭素化に寄与する設備等の導入
費用の一部
【補助率】１／２（補助限度額60万円／戸）、１／３（補助限度額30
万円／戸）
→住戸ごとにＢＥＬＳの認定を取得し表示することを要件とする。

【住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業】
（経産省）
○ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）登録事業者が建築する
ZEHに対し、その設備費用の一部 【補助率】定額（125万円/件）
→BELSの取得を審査時の加点要素とする。

【サステナブル建築物等先導事業】（国交省）
○先導的な技術に係る建築構造等の整備費、効果の検証等に

要する費用等 【補助率】１／２（補助限度額は条件による）

→CASBEE、BELS等による表示を要件とする。

【地域型住宅グリーン化事業（優良建築物）】（国交省）
○中小工務店において認定低炭素建築物等とすることによる掛か

り増し費用相当額等【補助率】１／２（補助限度額は条件による）

→低炭素認定、BELS又はCASBEEのいずれかの認定又は評価等を要件とする。

【既存建築物省エネ化推進事業】（国交省）
○既存建築物について躯体改修を伴い省エネ効果１５％以上が見込

まれるとともに、改修後に一定の省エネ性能に関する基準を満たす
省エネ改修の費用 等【補助率】１／３（補助限度額5000万円／件 等）

→BELS等による評価結果の表示を要件とする。

【住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業】（経産省）
○ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の建築実証に対し、高効率設備等

の導入費用の一部【補助率】２／３（補助限度額：10億円/年度）
→（ＺＥＢ－ＲＥＡＤＹ以上の）ＢＥＬＳ取得・表示を要件とする。

【業務用ビル等における省CO2促進事業】（環境省、経産省）
○中小規模業務用ビル等に対しZEBの実現に資する省エネ・省CO2性の

高いシステムや高性能設備機器等を導入する費用の一部
【補助率】２／３（補助限度額：3億円/年度）
→（ＺＥＢ－ＲＥＡＤＹ以上の）ＢＥＬＳ取得・表示を要件とする。

新築 改修

表示関連予算補助制度（平成２８年度予算）

新築 改修

新築

新築

改修

新築

改修

改修

新築 改修

既存

新築 改修

新築 改修

既存

新築

新築 改修

改修
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平成２８年度当初予算から、改修を伴わない場合における既存住宅・建築物の省エネ診断・表示に
対する支援を行う。

【事業の要件】 300㎡以上の既存住宅・建築物における省エネ性能の診断・表示
※ 「省エネ性能の診断」については、エネルギー使用量の実績値の算出ではなく、

設計図書等を基にした、設計一次エネルギー消費量の計算とする。
※ 「表示」については、建築物省エネ法に基づく第三者認証等とする。

（基準適合認定表示、BELS等）

【補助率】 1/3（特に波及効果の高いものは定額）

■補助対象となる費用
①設計一次エネルギー消費量、ＢＥＩ等の計算に要する費用
②基準適合認定表示、BELS等の第三者認証取得に必要な申請手数料
③表示のプレート代など

■表示の例（広告チラシやフロアマップ）

省エネ性能
の表示

○○百貨店

ガーデニング雑貨やナチュラル雑貨、そして、
その雑貨にピッタリのグリーンを集めています。
モスポット、ブリキやアイアン雑貨、キャベツボッ
クス、ジャンク雑貨などナチュラルガーデニング
に欠かせないアイテムを数多く取り揃えていま
す。

スーツやフォーマルはもちろん、洋品、靴にいたるま
で、紳士服、レディース用品の全てが揃います。ハン
カチ、ソックス、ジャケット、スラックスからスーツまで、
トータルにおしゃれを演出。取り扱いブランドもマクレ
ガーを中心に、世界の一流品をラインアップ。

○○書店のこだわりである「愚直なまでに“本”
の品揃えにこだわる」「図書館に負けない快適
さ」を実現するために、本店一同日々努力して
います。 皆様のご来店、心よりお待ち申しあげ
ております。

流行の新作レディースファッションなどが大集
合！サイズ別にも品数豊富に取り揃え。オシャ
レなトレンドアイテムいっぱい。

スカーフや傘などの婦人雑貨、国内
外の約60のブランドを揃えるハンド
バッグ、ラグジュアリーブランドが充実
するアクセサリーフロア。指輪やペア
リング、ネックレス、ピアスなども多数
ご用意しております。誕生日プレゼン
トや記念日の贈り物にも。

1北欧・カフェ系のおしゃれなソファや使
いやすいサイズのダイニングテーブル
から色やサイズの種類豊富なチェア
やキャビネット、テレビボードまで好み
に合わせてインテリアを選べます。

当店の省エネ性能

毎日の食品や日用品が、いつだってカカ
クヤスク。商品豊富に揃ってます。スー
パーのお得な特売チラシをネットでご覧
頂けます。ツイッターの激安タイムセー
ル情報も配信.

建築物エネルギー消費性能基準
適合認定建築物表示の例

（エントランス）

所在地：東京都千代田区丸の内○丁目１−○ 電話：03-5253-○○○○
HP：http://.+++.*?¥¥¥.com/<>?_**lkjhno/○○百貨店

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

省エネ性能の診断・表示に対する支援（既存建築物省エネ化推進事業）

＜波及効果の高いものとして想定される取組みの例＞

下記のような取組みを一体的に行う場合

・企業の環境行動計画への位置付け
・広告チラシやフロアマップに表示を掲載
・建物エントランスの目立つ場所にプレートを表示
・環境教育の取り組みと連携して表示を活用
（エコストアガイドマップの作成と表示、エコストア探検ツアー等）

等

※取り組みの波及効果については、専門家等の判断による。
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現行省エネ法と建築物省エネ法の比較概要 （新築に係る措置）

現行省エネ法
エネルギーの使用の合理化等に関する法律

建築物省エネ法
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

大規模
建築物

（2,000㎡以上）

非住宅 届出義務
【著しく不十分な場合、

指示・命令等】

適合義務
【建築確認手続きに連動】

住宅
届出義務

【著しく不十分な場合、
指示・命令等】

届出義務
【基準に適合せず、必要と認める場合、

指示・命令等】

中規模
建築物
（300㎡以上

2,000㎡未満）

非住宅
届出義務

【著しく不十分な場合、
勧告】

届出義務
【基準に適合せず、必要と認める場合、

指示・命令等】

住宅

小規模
建築物

（300㎡未満）
住宅事業建築主

（住宅トップランナー）

努力義務 努力義務

努力義務
【必要と認める場合、勧告・命令等】

努力義務
【必要と認める場合、勧告・命令等】

第一種特定建築物 特定建築物

第二種特定建築物

※現行省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の届出、定期報告制度については、平成29年3月31日をもって廃止。 11



適合義務対象となる建築物に係る手続きの流れ

省エネ性能
確保計画の提出

適合判定通知書の
受領・提出

建築確認申請

確認済証の受領

着工

完了検査申請

検査済証の受領

省エネ基準への
適合性判定

確認審査

完了検査

＜建築主＞

使用開始

（必要に応じ）計画変更の手続き

＜建築主事又は
指定確認検査機関＞

＜所管行政庁又は
登録省エネ判定機関＞

12



標準入力法を用いた場合の適合性判定等の手続き

○ 標準入力法はモデル建物法に比べ、計算に際して入力する項目数が多い。したがって、より精緻に省エネ性能を評価する
ことが可能である一方で、次のように、適合性判定等の手続きに際して、申請者・審査者ともに負担が大きい。

１）適合性判定において必要となる設計図書に記載すべき項目が多い

２）工事監理・完了検査において確認・検査すべき項目が多い

○ 標準入力法を用いた場合にも、標準入力法の入力シートから、モデル建物法の入力シートが自動的に生成され、当該シー
トに基づき、モデル建物法による結果が出力できるように、プログラムを整備する予定（平成２９年度中に実装予定）。

○ この場合、モデル建物法による結果が省エネ基準に適合していれば（BEIm≦1.0）、その結果を用いることにより、モデル
建物法と同様の負担での手続きが可能となる。

標準入力法

評価対象建築物

エネルギー消費性能
計算プログラム

モデル建物

モデル建物法

各室の外皮・設備仕様等を詳細に入力

標準入力法に入力する外皮・設備仕様等のうち、
主なもののみを入力

モデル建物法による設計値

モデル建物法による基準値

BEIm

標準入力法による設計値

標準入力法による基準値

BEI

モデル建物法
入力支援ツール

標準入力法の入力シートから、モデル建物法の入力シートを
生成可能に（平成２９年２月中に実装予定）

例）外皮性能について、モデル建物法では断熱材のみの仕様等
を入力、標準入力法では、外壁の構成要素の仕様等を入力

13



省エネ適判と連動したＢＥＬＳの取得

・省エネ計画の提出
・BELS申請書の提出

適合判定通知書の受領・提出

建築確認
申請

・適合性判定
・ＢＥＬＳ評価

確認審査

＜建築主＞

○ 省エネ適判を要する物件については、省エネ計画書・適合判定通知書の写しや、軽微変更該当証明交付申請書・該
当証明書※の写しを用いて、BELS評価を行うことが可能。（BELS申請に係る添付図書は不要）

※軽微な変更ルートC（根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更）について必要となる書類

添付図書
(設計図書、
計算書等)

省エネ
計画書

＜登録省エネ判定機関・
ＢＥＬＳ評価機関＞

＜建築主事又は
指定確認検査機関＞

当初の省エネ適判の際にBELSを取得する場合の手続きの流れ

ＢＥＬＳ
申請書

省エネ計画書・適判通知書の写しによるBELS評価
が可能。（BELS申請に係る添付図書は不要）

※ＢＥＬＳに関し、外皮基準の評価を受ける場合、
別途、外皮基準に係る図書が必要。BELS評価書の受領

計画変更の際にBELSを取得する場合の手続きの流れ

・軽微変更該当証明書の交付申請等
・BELS申請書の提出

軽微変更該当証明書等の受領・提出

・軽微変更該当証明等
・ＢＥＬＳ評価

完了検査

BELS評価書の受領

省エネ
計画書
（写し）

適判
通知書
（写し）

適判
通知書

添付図書
(設計図書、
計算書等)

交付
申請書等

ＢＥＬＳ
申請書

※ＢＥＬＳに関し、外皮基準の評価を受ける場合、
別途、外皮基準に係る図書が必要。

交付
申請書等

（写し）

該当
証明書等

（写し）

該当
証明書等交付申請書等・該当証明書等の写しによるBELS評

価が可能。（BELS申請に係る添付図書は不要）

※BELS評価は、建築物の着工・竣工のタイミングに関わらずいつでも申請可能であるため、省エネ計画書・適判通知書の写し等による
BELS評価の申請は、計画が確定した際に行えば良い。 14



届出と連動したＢＥＬＳの取得

＜建築主＞

○ 届出を要する物件については、届出の添付図書（設計図書、各種計算書等）と同様の図書を活用
し、BELSの評価申請を行うことが可能。特に、所管行政庁がBELS評価書※を届出に係る添付図書に追
加し、計算書等の添付を省略している場合、手続きが合理化される。

※建築物全体を評価しているものであって、一次エネ消費量基準に適合しているものに限る。
また、住宅にあっては、これに加え、外皮基準に適合しているものに限る。

○ なお、所管行政庁ごとの届出の添付図書の追加・省略の状況は、平成29年4月当初に、(一社) 住宅
性能評価・表示協会のホームページにおいて公開予定。

＜ＢＥＬＳ評価機関＞＜所管行政庁＞

手続きの流れ（所管行政庁がBELS評価書の届出に係る添付図書への追加等を行っている場合）

届出の受理

届出書 BELS
評価書

計算書等×

ＢＥＬＳ評価

BELS評価書の受領・
省エネ計画の届出

BELS申請書の提出

BELS評価書により、省エネ基準への適合性が確認できるため、
①各種計算書等の確認 ②計画変更等の指示の要否の判断

が不要になる

計算書等の添付不要
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